
1



2



3



現在の三重県最低賃金がいくら
か知っていますか？

①９０２円

②９３３円

③９７３円

④１０２３円

⑤１０８７円
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時間外労働の上限とは？
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時間外労働を深夜に行った場合 （時給１０００円の場合）

時間外労働の割増賃金 １０００円×0.25 ２５０円
深  夜の割増賃金   １０００円×0.25 ２５０円

が加算され
時間額１５００円の支払いが必要になります！
※60時間以上の時間外労働であればさらに250円加算されます

休日労働を深夜に行った場合 （時給１０００円の場合）

休日労働の割増賃金 １０００円×0.35 ３５０円
深 夜の割増賃金   １０００円×0.25 ２５０円

が加算され
時間額１６００円の支払いが必要になります！

固定残業代

例えば、「残業時間が多くても少なくても残業代を毎月3万円を払う」と

いった残業時間によらず決まった金額の残業代を払う契約を結んだ場
合でも実際に3万円分以上の残業を行った場合、３万円を超えた部分
について会社は労働者に差額を払わなければいけません。



年次有給休暇

• 付与日数（労働基準法第３９条第1項）

継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上

付与日数 10 11 12 14 16 18 20

１．週所定労働日数が5日以上または週所定労働時間が30時間以上の労働者

２．週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者

週所定労
働日数

１年間の所
定労働日数

継続勤務日数

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上

付
与
日
数

4日 169～216日 7 8 9 10 12 13 15

3日 121～168日 5 6 6 8 9 10 11

2日 73～120日 3 4 4 5 6 6 7

1日 48～72日 1 2 2 2 3 3 3
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